
国家資源支配の制度と過程 ３１

１　はじめに

　国家論の再興に端を発したいわゆる新制度論の隆盛は、１９９０年代の比較政治学を大きく

特徴づける出来事だった。制度が政治のパターンを決める要因であるとの見方は、制度の

特徴を記述するだけのそれまでの古い制度論と明確に区別される点で斬新であるとともに、

利益集団など政治過程におけるアクターの行動に目を奪われていた政治学に、新たな視点

を加えるものでもあった。

　ただ、こうした新制度論の議論のほとんどは、先進諸国を対象としたものに大きく偏っ

ている。それは基本的には、先進諸国をめぐる政治学がすでに様々な理論的試みを経てい

るため新しい議論が転換される素地ができていた、また、その裏返しで発展途上国に関す

る政治学的研究の蓄積が相対的に少ない、という事情によるところが多いだろう。さらに、

発展途上国の国家自体も経済成長の度合いと同様に発展途上であり、国家の制度は有効に

機能していないと考え、制度の政治パターン形成の力を疑問視する見方が広く流布してい

たことにもそうした状況を生み出す原因となっている。

　フィリピン政治研究も例外とはなっていない。これまでフィリピン政治のパターンを説

明するものとして、パトロン・クライアント関係によるもの、家族・血縁関係によるもの、

あるいは大土地所有者などの社会のエリートに注目するもの、など、いわば社会構造（そ

してそれは政治文化と密接に関わっているのだが）や階級論に依存した議論が展開されて

きた。そこで描かれるのは、政治のパターンを形作る資源は、私的財産や伝統的な人間関

係などに求められ、国家の資源の重要性や、さらにはそうした国家資源のコントロールの

仕方を規定する国家の制度にはあまり注意が払われてこなかった。

　しかし、例えばフィリピンにおいてなぜあれほど選挙が激しいものであるかを考えた時、

国家資源の重要性が大きく立ち現れてくる。選挙とは公職を選ぶことであり、それはすな

わち国家資源を利用する地位に誰が就くのかを決定する手続きである。それほど高い給与

を得られるわけでもない大統領・副大統領、上下両院議員、州知事・州議会議員、市長・
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市議会議員、町長・町議会議員、果ては最も小さい行政単位であるバランガイ関係の選挙

職を選ぶまで、白熱した選挙戦が展開され、票の買収や暴力事件まで発生する。それはと

りも直さず、公職に就くことで手に入れられる国家資源のコントロールが魅力的であり、

重要であることを指し示すことに他ならない。

　国家資源が重要だとして、それでもこれまでの社会構造による説明は、もっぱらその国

家資源の利用のあり方も社会構造によって決められている、すなわち、私的な社会的関係

（簡単に思い浮かぶのは血縁や地縁、あるいはパトロン・クライアント関係など）が国家

資源の利用にあたって重要視されてきた、との議論を展開するだろう。公的資源の私的利

用がその根拠とされる。しかし、公的資源が仮に私的に利用されてきたとして、それは国

家の制度を無視して行われてきたのだろうか。むしろ、国家の制度がそうした私的利益の

介入を生む枠組みを与え、そうした国家の制度を有したからこそ私的関係の反映が可能に

なっているのではないか。例えば、フィリピンの官僚制は、アメリカをまねて、選挙職に

就いたものが多くの公務員を任命することのできるスポイルズ制を採用しているが、そう

した官僚をめぐる制度的特徴が、私的な利益を反映させる素地を作っているのではないか

とも考えられるのである。そうした観点に立てば、国家資源の分配や行使の仕方を決める

制度が重要であることも明白になろう。

　以上のような問題意識を背景として、近年、国家資源の支配が政治権力維持に重要であ

るという議論、そして、こうした資源分配も含め、国家の制度が政治パターン形成に重要

であるという議論がフィリピン政治研究においても出現しつつある１。本論文も国家の重

要性に注目する立場に立ち、国家資源の支配がフィリピンにおいて政治権力獲得、維持に

不可欠であること、その資源支配のあり方は国家の制度によって決められることを主張す

る。そうした理解を前提に、具体的にどのような資源支配のあり方がフィリピンに存在し

ているかを提示したいと考える。

　本論文では、まず、国家資源分配の過程を形作るフィリピンの政治制度の特徴を指摘す

る。それは具体的には３点である。一つは、国政レベルでの分権的な制度である。これは

政治過程において重要な役割を果たす３つのアクター、すなわち大統領（President）、上

院（Senate）、下院（House of Representatives）の相互関係を生み出す。二つ目は、選挙

職が資源分配をコントロールする制度である。とくに官僚機構への人事権をテコとした行

政府の長の支配が中心となる。そして最後に中央地方関係において、選挙職に率いられる

地方政府がアメリカ植民地支配期から一貫して存在してきたという点である。これは地方

政治権力の基盤と関わる。

　これらの制度的特徴を明らかにした上で、次に、こうした制度のもとでの国家資源分配

１　社会文化的なアプローチと国家中心的なアプローチの二分法に基づき、主に地方政治研究を中心にフィリ
ピン政治研究の理論的サーベイをしたものとして、川中（２００１）。
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の過程を見るため、中央政府の予算過程と地方政府財政の問題を取りあげる。前者では、

主に大統領と議会の資源分配における競争が展開され、分権的な制度を背景として、政治

的対立、そして政治的停滞が発生する傾向があるものの、概ね、大統領優位の中で進めら

れていることが指摘できる。さらにこの過程において地方への資源分配のあり方を見ると、

これが２つのラインによって進められていることがわかる。これはフィリピンの地方権力

が２つの公的な地位、すなわち、下院議員としての地位と地方政府首長としての地位を基

盤にしていることと関係する。下院議員を通じての地方への資源分配は、予算立法化の過

程における獲得競争という形で現れ、地方政府首長を通じての資源分配は、予算執行の過

程における大統領を中心とした国政レベルの政治家へのロビー活動という形を取る。一方、

後者の地方政府財政に関しては、その資源の脆弱性から、中央からの資源の獲得が重要と

なっているとともに、地方政府首長が国政レベルにおける大統領と同様、あるいは場合に

よってはより優位な形で地方政府財政へのコントロールを掌握していることも浮かび上

がってくる。

２　国家資源分配の制度

　１６世紀に始まるスペインの植民地支配を経て、１９世紀末からアメリカがフィリピンに対

する支配を開始したが、フィリピンの政治制度の原型が形作られたのは１９４６年の独立まで

のこのアメリカ植民地支配期であった。それは取りも直さず、アメリカ型の民主主義制度

を理想とする政治制度である。これは具体的には、フィリピン人たちを支配機構に大きく

取り込むことを可能にする制度であった２。１９０２年の州レベルでの選挙、そして、１９０７年

のフィリピン議会（Philippine Assembly）選挙がこうした制度の始まりであった。

　このようにフィリピンに持ち込まれたアメリカの政治制度は、フィリピン政治のパター

ン形成との関係から見ると３つの点で重要な特徴を有していた。一つは、厳格な３権分立

が規定された大統領制の導入である。もう一つは、ジャクソニアン・デモクラシー

（Jacksonian Democracy）の影響を受けた、選挙職が人事、財政、規制権限などの資源

のコントロールを一手に握る選挙職重視の制度である。さらに、地方との関連で言えば、

２　アメリカ型の政治制度の導入については、その推進の理由として、「理想」（あるいは正当化の手段）と
「現実」の２つが挙げられる。すなわち、フィリピン統治開始にあたって支配を正当化するために、当時の
アメリカ大統領、ウィリアム・マッキンレイ（William McKinley）が表明した「友愛的同化宣言」（benevolent 
assimilation）に示されたように、フィリピン諸島住民の権利と自由を守ることが統治の正統性の中心にあり、
アメリカの民主主義の導入はそうした主張と密接な関係にあった。一方、「現実」とは、フィリピン平定に際
し、フィリピン人エリートの取り込みが効果的であり、軍事的コスト削減のための手段として、フィリピン
人の参加が可能な制度を導入したというものである。こうしたアメリカ植民地支配と民主主義の関係につい
ては、Paredes (1989); Hutchcroft (2000); Owen (n.d.)など参照。
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地方統治が中央政府の直接統治によるものではなく、地方政府が早くから発達し、しかも、

それが公選制の首長によって運営されるという制度である。

　地方政治権力の問題関心に引きつけて言うと、まず、厳格な３権分立は、地方政治権力

が下院議員の立場を足がかりとして中央で国家資源分配に関与することを可能した。また、

選挙職の広範な資源コントロールは国家資源と密接に関わるなかで中央、地方双方におけ

る政治権力の権力基盤を整えた。そして、公選制首長の下での地方政府制度は、下院議員

職と並ぶ地方権力が足がかりとするもう一つの公的地位としての地方政府首長職を生み出

すとともに、地方における資源コントロールと政治権力の関係を形作る大きな要因となっ

ている。

　以下、それぞれの制度的特徴について議論を進める。

　�　分権的政治制度：３つのアクターの対立と大統領の相対的優位性

　大統領制の導入は、フェルディナンド・マルコス（Ferdinand E. Marcos）大統領下で

の権威主義体制期を除き現在に至るまで、フィリピンの政治過程の中心が大統領と議会の

対抗関係であるという特徴を生み出している。この大統領と議会の対抗関係というのは、

より正確に言うと、大統領、上院、下院の３つのアクターが三つどもえの競争をするなか

で、政策が決められていくというものである３。

　なお、この３つのアクターは、憲法の枠組みのなか、制度的に法律制定を中心とする政

策策定の公式の過程に参加するアクターであるが、その議論を進める前に、その他の公式

の過程に参加しない制度外のアクターの位置づけについて言及する必要があろう。従来の

利益集団を政治過程の考察に含めて考えるグループ理論が大きな学術的な貢献を果たした

ことは疑いようがない。業界団体、労働組合、国際機関などが、政策過程に影響を及ぼし

ているのは確かである。フィリピンにおいては、特にマルクス主義的な階級論の影響をう

けて、寡頭エリート、エリート家族といった支配階級への着目がなされてきた４。しかし

ながら、こうした利益集団などの利益は、最終的には上述の３つのアクターいずれかの利

益のなかに集約される形で、実際の政策策定過程に反映されるのである。制度内の３つの

アクターは、各利益集団の利益の影響を受けつつ、自ら置かれた立場（それは制度に規定

３　１９８６年の民主化後、１９８７年憲法に盛り込まれた司法の独立保障の規定と、ナショナリスト的な経済条項を
基に、司法が第４のアクターとして政策過程において大きな役割を果たすようになった。特に、１９９０年代か
ら進められた自由主義的経済改革などに関して、最高裁判所の違憲判決が出されたり、そこまで行かなくと
も一時的な執行停止命令を出したりする例が少なからず出てきている。例えば、拡大付加価値税法への執行
停止命令（１９９４年）、マニラホテル政府企業保有株売却に対する違憲判決（１９９７年）、１９９７年石油川下産業自
由化法への違憲判決（１９９７年）など。Agabin (1997)参照。こうした司法の行動が憲法改正の議論を巻き起こ
すことになった。しかしながら、司法の関与の仕方は具体的な訴訟、事件を基に受動的に行動を起こすとい
う点で、他の３つのアクターからは区別される。
４　代表的なものとして、Hawes (1987)。
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される部分が大きい）のなかで自らの利益として集約していく。その意味で、制度内の３

つのアクターの影響力、行動、指向性に注目することが、政治過程の解明に明確な指針を

与えることになると思われる［MacIntyre 2001: 90］。

　フィリピンの場合、この３つのアクター間の関係によって引き起こされる政治過程の特

徴は、一つには、それぞれが異なる利益を代表し、対立が頻発するという特徴を持つ。そ

して、そのためしばしば政策策定に停滞が引き起こされる。しかし、もう一方で、対立が

起こりながらも、相対的には大統領のコントロールが効き、その意図にある程度沿った政

策結果が生み出される傾向があるといえよう。それでは、大統領、上院、下院の３つのア

クターの影響力、行動、指向性に違いを生じさせ、対立を引き起こすのはどういった要因

であろうか。また、大統領の相対的優位性を生み出している要因は何であろうか。それは

制度との関係で言えば、一つは、制度が各アクターに与える権限の相違、言い換えれば、

制度的な権限の強弱である。もう一つは、制度が生み出す誘因である。これを具体的に説

明してみよう。

　まず、大統領、上院、下院の３つのアクターが対立を引き起こし、しかも、それが政治

的停滞を引き起こしやすいという特徴を生み出しているのは、大統領、上院、下院の３つ

のアクターがすべて合意しなければ政策の形成・変更はできないという制度的な特徴（別

の表現を借りれば、３つの拒否権プレーヤーが存在するということ）である５。これは制

度に規定された権限の問題であり、かつ、アクターの行動パターンを導き出す制度的誘因

としての意味を持つものとも考えられる。この制度的特徴のもとでは、アクター間で対立

が発生した場合、それを解消するためには他アクターすべてを説得する必要が起こる。

往々にして、大統領が上院と下院に対し、法律策定に関し自らの政策に同意するよう説得

を働きかける構図となり、予算配分における大統領の権限を発揮して上院、下院に利益の

供与をはかり（その最たるものがポークバレルの支出であろう）、協力を引き出すという

行動が行われる。

　次に、この対立の要因として重要なのが選挙制度である。これは各アクターの指向性を

規定する制度的誘因として理解される。特に選挙区の規定が主なポイントとなる６。大統

領は全国区から直接投票で選出され、上院は全国区から１２名ごと選出される。これに対し、

５　近年の比較政治学において、制度と政策アウトカムの関連は、拒否権プレーヤーといった概念で制度を抽
象化することで理論的な展開を見せている［Cox and McCubbins 2001; Tsebelis 2002］。制度において拒
否権プレーヤーが多い場合は政治的膠着と政策的安定が起こり、逆の場合は政策の柔軟性と不安定性が生み
出されるとする。ここで拒否権プレーヤーとは、「政策変更を行うにあたって、あるいは（立法上の）現状を
変更するにあたって、それに同意する必要がある個人あるいは集団」と定義される［Tsebelis 2002: 2］。フィ
リピンの場合は大統領、上院、下院がそれぞれ集合的拒否権プレーヤーとなり、政治的膠着性が生み出され
る構図があるが、後述のように大統領の制度的な決定権限の優位性によって膠着性が回避される傾向がある
と説明される。
６　選挙制度の生み出す制度的誘因に注目してラモス政権期の税制改革を説明したものとして、Eaton(2002)。
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下院は地方小選挙区から選出されている。各政治家が再選を目指す、あるいはその他の形

で政治家としてのキャリア上昇を指向していることを前提とすると、こうした選挙のあり

方は各アクターがどういった利益を重視するか、ということに大きく結びつくことになる。

１９８６年の民主化以後は、こうした特徴に加え、１９８７年憲法により任期の数に制限が設けら

れたが（大統領再選禁止、上院連続３選禁止、下院連続４選禁止）、政治的キャリア上昇

のパターンに変化が見られるものの、基本的には各アクターの行動が大幅に変化するとこ

ろまでには至っていない７。大統領は、全国区から直接投票で選出されるため、クローニ

ズムの問題が生じる可能性があるものの、下院議員などと比べれば個別利益との関係は相

対的に弱く、むしろ適正な経済運営などによって政治的な支持を社会の各セクターから満

遍なく得ることが重要になる。国際機関（特に国際通貨基金）からの支援が経済運営に重

要な役割を占めるため、そうした機関の影響を受けた政策の実施を指向する。一方、再選

の機会が無くなったことで、直接自らの選挙のために国家資源をばらまく誘因は無くなっ

たものの、任期中、そして退任後の影響力確保のために、議会、地方政府などでの与党の

勢力確保、あるいは大統領選挙では後任候補支援を目指して資源のコントロールを指向す

る。すなわち、大統領は、マクロレベルの政策とミクロレベルでの影響力保持のバランス

のなかで自らの行動を決定していくことになる。上院議員は、全国区を相手にしているた

め、特定選挙区への利益供与というよりは、再選のため、あるいは大統領や副大統領への

転出のため、国民一般に受けの良い政策を好む傾向を見せる。テレビタレントが上位当選

を果たすのもこうした制度的背景から説明できる。これに対し、下院議員は地方選挙区へ

の利益誘導がその政治的キャリアのためには最も重要である。連続４選禁止規定のもと、

３選以後は州知事への移動、あるいは家族を下院に１期だけ置き、その後復帰する、とい

うパターンが見られるが、そうした場合でも、地方選挙区における影響力を維持するため

には、絶えず地方における資源のコントロールが重要な意味を持つ。いわば議員の個人票

の確保である。３つのアクターにこうした指向性の相違が存在することが、制度的に各ア

クターが拒否権プレーヤーになれることと相まって、対立を発生させるもう一つの原因と

なる。

　さらに付け加えれば、政党が選挙においてあまり意味を持たず、凝集性の高い政党が育

たないことが、３つのアクター間の対立解消がうまく進まない原因ともなっている。民主

化後は特に、大統領選挙のたびに大統領候補の数だけ政党が生まれ、大統領が選出される

と政治家たちが大統領の政党に収斂していくという現象は、短期的な利益によって政党の

離合集散が行われることを意味している。政党の性格を形作るものとして、フィリピンの

７　議員の任期制限制度と議員の行動に関する議論としては、コスタリカ、ベネズエラ、アメリカの事例をも
とに議論したCarey (1998)を参照。ここでは、任期制限は、�議員の政治的キャリア上昇志向を抑えない、
�議員の個別利益指向を抑えない、�政党が議員退任後のキャリアをコントロールできないとき政党の凝集
性を低下させる、と結論づけられている。
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場合、地方の個人票か、全国的な知名度のいずれかによって選出されるという選挙制度が

果たす役割は大きい。尚、１９９８年の選挙から下院においては定員の２０パーセントを政党名

簿に基づいて比例代表的に選出するという制度が実施されるようになったが、参加できる

政党を少数派のグループに限り、また、いくら得票が多くても一つの政党から最大３議席

までしか代表を認めないことなどから、大規模な政党が発達する基礎とは成り得ない８。

このようななかで凝集性の高い政党が生まれないことは、大統領、上院、下院の利益の調

整が政党を通じて行えないということを意味し、この３つのアクターの対立が発生する背

景となる。

　以上のような対立と政治的停滞を引き起こす制度的特徴に対し、そうした中でも大統領

が相対的優位性を保持できる状況を作り出しているのは、主に制度に規定された大統領の

権限である。法律制定という観点からすれば、例えば、拒否権などがこうした権限として

理解される。これまでのフィリピン政治の議論では、戒厳令体制期以前の時期については、

大統領が強大な権限持つという議論と９、議会の側が優位な位置から資源を奪っていく傾

向が目立つという議論が並立している１０。一方、民主化後に制定された１９８７年憲法下では、

大統領の権限が相対的に優位であるという議論が出てきている［de Dios 1999］。後述の

予算過程の議論において具体的に検証するが、結論から言えば、大統領、上院、下院のい

ずれかが突出して強力な権限を持っているわけではなく、それぞれ一定程度の影響力を行

使している。ただ、相対的に言えば、大統領の優位性が見られる、というのがこの制度に

規定された権限から見た各アクターの関係である。これを支持する材料として、大統領の

権限を国際的に比較したシュガートとカレイの研究がある。これは３２ヵ国の事例において

議会との関係のなかで大統領の権限を比較したものだが、フィリピンはこの中で比較的大

統領の権限強い１２ヵ国の１つとして挙げられている［Shugart and Carey 1992: 155-157］１１。

また、法律制定に限って大統領の権限の比較を行ったシュガートとハガードの研究では、

２３の事例中、９位から１１位という中位にフィリピンの事例が位置づけられており、ここか

らも相対的な大統領の優位が示されている［Shugart and Haggard 2001: 80］。こうした

特徴を生み出すのは、議会が覆すにはハードルの高い大統領の拒否権、予算に関する一連

の大統領権限（独占的予算提出権、予算上限設定権、個別の項目を対象とすることのでき

る部分的拒否権、支出項目間の資金移転、支出コントロールなど）、さらに閣僚に関する

任命権・解任権（ただし、任命に関しては議会の承認を必要とするため大統領の排他的権

８　Republic Act No. 7941。
９　例えば、Grossholtz (1964: 107-135); Sison (1963)。
１０　例えば、Anderson (1988: 10-13); Montes (1991: 24-25)。
１１　ここでは比較の指標として、法律制定に関する権限（全体拒否権、部分拒否権、大統領命令、排他的法案
提出権、予算関連権限、国民投票提案権）と法律制定以外の権限（閣僚任命権限、閣僚罷免権限、組閣への
議会介入権、議会解散権）が用いられている。
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限というわけではない）など制度的な権限である１２。そして、民主化後は特に経済自由化、

経済のグローバル化、そして工業化、という流れの中で、大統領の握る規制権限が重要な

意味を持ちつつある。立法化とはことなり、行政の監督業務に含まれる諸規制は立法府の

介入とは無縁なものであり、大統領がこれをテコに国内外の資本に対して利益の采配を行

うことを可能にし、それによって大統領の影響力が強化されていると見ることができる１３。

　�　選挙職の資源コントロール：官僚機構の支配

　選挙職の国家資源コントロールは、財政、人事、規制など広範囲に渡る。特に行政府の

選挙職、これは中央政府なら大統領、地方政府なら首長ということになるが、最終的な行

政の決定権限はこうした行政府の長たちに集中しているといって良い。その中でも人事に

対するコントロールは、その他の資源のコントロールと相まって行政の長が政府機構をコ

ントロールすることを可能にする役割を持っている。この人事に関する行政府選挙職の権

限の大きさがフィリピンの特筆すべき特徴であり、こうした権限は、フィリピンの持つ公

務員制度によって規定されている。

　フィリピンの官僚機構は自律的ではなく政治に従属しているとの議論は、アメリカ植民

地支配期から一貫して広く受け入れられたものと考えて良い１４。官僚機構の政治への従属

という表現は、すなわち公務員の選挙職への従属であり、それは、以上のような人事制度

を背景にしている。フィリピンの公務員制度では、公務員は大きく分けてキャリアとノ

ン・キャリアに分類される。前者は、メリットシステムに沿って、競争試験を基に採用が

決定される地位である。この地位は、終身雇用が保障される。一方、後者のノン・キャリ

アの方は、競争試験ではなく、その他の基準によって採用されるものである。これには、

法律によって特別な任期が定められたもの、任命権者と同じ任期を務めるもの、任命権者

が任命、解任を決定できるもの、特定の事業のためにのみ雇用されるもの、などを含む。

このノン・キャリアの任命権は選挙職にある。すなわち、選挙職がその裁量によって採用

等を決定することができ、選挙職による官僚機構のコントロールの基礎となるものである。

また、キャリア職であっても、中央政府の幹部公務員は、後述のように、有資格者の中か

ら大統領が任命することによって役職に就くことができる。官僚機構の中枢は大統領の裁

量に大きく任されているのである。

 

１２　なお、こうした権限は基本的にこれまでフィリピンに存在した憲法、すなわち、１９３５年憲法、１９７３年憲法、
１９８７年憲法のいずれにも規定されている。大統領予算案の上限を超えた議会による予算策定の禁止に関して、
１９７３年憲法では規定がないが、大統領令第１１７７号（Presidential Decree No.1177）Sec.28に同様の規定がある。
１３　なお、行政の規制権限に対抗として、議会は議会監視委員会を設置して、政策の実施段階に影響力を残そ
うと試みている。
１４　代表的ものとして、Cari�o (1992, pp.127-138)。具体的な事例を通じてそうした特徴を示そうとしたもの
として、Francisco (1960); Francisco and de Guzman (1963)。　
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　　　　　表１　フィリピンにおける公務員数の推移（１９６１－１９９９）

　表１は、１９６１年から１９９９年までの公務員数（中央政府、政府系企業、地方政府の総計）

の推移と、そこに占めるキャリア、ノン・キャリアの割合の推移を示したものである。こ

こからわかるのは、徐々にその割合が減少しているとはいえ、選挙職にその地位を委ねる

（出所）１９６１年から１９９２年までは、Civil Service Commission (1993)、１９９３年から１９９７年までは、
Civil Service Commission (n.d.)、１９９９年は、Civil Service Commission (1999)。割合は筆者計算。
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ノン・キャリア職が相当程度存在しているということである。これをさらに中央政府、政

府系企業、地方政府ごとにキャリアとノン・キャリアの人員の推移を１９９３年から１９９９年の

時点で示したものが表２である。

　表２　フィリピンにおける公務員の各政府レベルごとの地位別内訳の推移（１９９３－１９９９）

　

　これを見ると、特に地方政府で選挙職の裁量によるノン・キャリアの構成割合が約３０

パーセントを占め、非常に多いことがわかる。これは、つまり、州知事（provincial 

governor）、市長（city mayor）、町長（municipal mayor）など地方政府首長がそれぞれ

の地方政府において多くの職員の任免権を保持していることを示し、地方政府自体がこう

した首長の大きな影響力下に置かれることを示している。

　また、中央政府のノン・キャリアの構成比が地方政府などと比べれば比較的小さく見え

るが、ここではキャリア職のなかのレベル３（幹部クラス）の任命の仕方にも注目する必

要がある。中央政府の各省の長官（secretary）が大統領によって任命されるのは言うまで

もないことであるが、それ以下の次官（undersecretary）、次官補（assistant undersecretary）、

局長（bureau chief）、局次長（bureau assistant chief）、地域事務所長（regional director）、

地域事務所副所長（assistant regional director）、省サービス長（department service 

chief）、その他同等の管理役職に関しては、幹部公務員職（career executive service 

position）と分類され、特別な試験に合格し、幹部公務員資格（career executive service, 

CES）を獲得した者のリストの中から大統領が任命するものとされている１５。つまり、幹

（出所）１９９３年から１９９７年までは、Civil Service Commission (n.d.)、 １９９９年は、Civil Service 
Commission (1999)。割合は筆者計算。
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部公務員の人事権は大統領が一手に引き受けているということである。さらに、幹部公務

員のなかでも実はこのCESを保持していない者が任命されることも多く、例えば、１９９９

年の時点ではCESが必要とされる幹部公務員職において４１.２パーセントのみがCES保持

者であり、その他はCESを持たない職員によって占められている事態となっている１６。こ

れは、つまり、有資格者の中から選ばなければならないという制度的縛りが大統領の権限

をそれほど制限するものとなっていないということである。中央政府の幹部公務員への人

事権を通じた大統領の支配は大きく、それは取りも直さず官僚機構に対して強力なコント

ロールを有していることに他ならない。

　

　�　中央地方関係の制度的特徴

　フィリピンの地方政府制度をめぐる議論において、フィリピンの中央地方関係が集権的

であるとする理解が１９９１年地方政府法の制定まで優勢であったといえる１７。とくにフィリ

ピン人の行政学者からそうした主張が繰り返され、それが１９９１年地方政府法制定につな

がっていったと理解して良いだろう。一方、アメリカ人政治学者の中には必ずしもそうで

はないとの見解が見受けられる１８。集権的か分権的かに意見が分かれる理由は、行政的権

限にのみ注目するか、政治的影響力まで射程に入れて議論するか、その尺度の違いにある

と考えられる。すなわち、行政の制度上の権限に注目すると、中央政府の権限が強く、こ

こに焦点を当てると集権的との議論が生まれる。一方、政治的な側面に注目すると、地方

政府首長の中央への政治的影響力、あるいは地方政府首長の政治的自律性などが見られた

ので、そうした視点に立った場合、分権的だという評価が下されることになる。ただ、行

政的な権限に限定して考えても、フィリピンの地方政府制度は、植民地支配期においては、

地方の掌握という点から中央政府が大きなコントロールを持ったと言えるが、１９４６年の独

立後の流れは地方政府の権限強化であり、分権的な特徴が進んだと考えるのが妥当であろ

う。１９９１年に制定された地方政府法はその集大成であり、大規模な地方分権化を進めた１９。

 

１５　CESのシステムは１９７２年の戒厳令布告直後に導入されたものである。１９８６年の民主化によって一時停止さ
れていたが、２年後の１９８８年から再び実施されるようになった。権威主義体制下での幹部公務員に関しては、
片山（１９８７a）、片山（１９８７b）参照。
１６　Civil Service Commission (1999, p.8)。
１７　こうした見解をすべて列挙するのは難しいが、代表的なものとして、Ocampo and Panganiban (1985)。
１８　Williams (1981); Hutchcroft (2000)など。
１９　フィリピンの地方分権改革については川中（２００３）参照。
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図１　フィリピンの地方政府（２００３年）

（注）マニラ首都圏の各市町は独立しており、マニラ首都圏開発庁は各地方政府首長が参加する中

央政府の機関。２００２年６月の段階で、州政府の数は７９、市政府の数は１１４、町政府の数は１，４９６、バ

ランガイの数は４１，９４５にのぼる。National Statistical Coordination Board (2002, Table 15.16)。

（出所）筆者作成。

　このような集権的か分権的かという議論が重要であることは確かであるが、フィリピン

の地方政府制度において、政治過程のパターンを生み出す要因としてより重要な意味を

持ったのは、実は、それ以前の問題で、地方統治が中央政府の直接的な統治ではなく、地

方政府の設置によって進められたということ、そして、地方政府の首長がアメリカ植民地

支配期から選挙によって選ばれていたということである２０。

　アメリカは、その統治期初期の１９０１年に町政府法（Act No. 82）および州政府法（Act 

No. 83）を制定し、地方政府の仕組みを整えた２１。そして、そこでは町長（president）や

州知事（governor）の公選制が規定された。地方政府は廃止されることなくその後一貫し

て存在し、また、地方選挙は、マルコス政権下で選挙が停止されたことはあったが、定期

的に実施されている。これは、他の東南アジア諸国が概して内務省を中心とした中央政府

２０　ただし、いくつかの州は特別州（Special Province）として、その知事が任命されていた時期がある。１９５４
年の段階では、５２州のうち１０州が特別州であった。この多くがミンダナオのイスラム教徒居住地域である。
Romani and Thomas (1954, pp.45-46)。しかし、１９５５年には共和国法第１２０５号（Republic Act No. 1205）
によって特別州が廃止されている。また、同様に、市長についても、それまで憲章市（Chartered City）の市
長が任命制であったのが、同年、共和国法第１２４５号（Republic Act No. 1245）によって公選制に切り替わっ
た。
２１　フィリピンに地方自治を植え付けるのがアメリカ統治の一つの重要な目的であったと議論するものとし
て、Cullinane (n.d.)。
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が直接地方を統治する制度を取っていることと比べると大きな違いと言って良いだろう。

そして、さらに、アメリカ型の地方政府をモデルとしたために、集権―分権と並んで中央

地方関係を分類するもう一つの軸である分離―融合の軸で見た場合、分離型の特徴が大き

いことも注目に値する２２。中央政府の機能とは分離された形で地方政府固有の機能が存在

し、大統領には地方政府に対する一般的な監督権限が憲法上規定されてはいるものの、日

本の機関委任事務のような大統領の指揮下に地方政府の首長が入って事務を取り扱うとい

うことはなかった２３。

第３　フィリピンにおける選挙職の数（２００１年）

　選挙職を長として頂く地方政府の発達は、地方小選挙区選出の下院と同様に、地方政治

権力に政治的活動の場を与える事になる。地方政府の存在は、まず、その規模の大小の問

題はあるにしろ、地方における国家資源の存在を意味する。地方の国家資源に対するコン

トロールを背景とした政治権力の登場が可能となるのである。そして、公選制による首長

選出は、地方政府に一定の政治的自律性を与える事になる。すなわち、仮に、地方政府の

首長が中央政府による任命である場合、地方首長はその政治的キャリア上昇志向を持つと

（注）バランガイ長、バランガイ議員を除く。また、下院議員では政党名簿制選出議員を除く。
（出所）National Statistical Coordination Board (2002, Table 15.17)から筆者作成。

２３　中央地方関係を、集権―分権、融合―分離の二つの軸で分類することを提唱した天川の研究によれば、集
権―分権とは地方政府の中央政府からの自律性の問題を取り扱うもので、集権とは中央政府が地方政府の自
主性を制限することであり、分権とは地方政府の自主性が大きい状態を指す。一方、分離―融合とは中央政
府と地方政府の間の行政機能、政策実施の関係の観点からのもので、分離とは地方の問題であっても中央政
府の機能は中央政府が担うというものであり、融合とは地方政府が中央政府の機能を担うというものである
［天川　１９８６：１１８－１２０］。
２３　もっとも、アメリカ植民地支配期は、地方政府の官職任命権をフィリピン委員会（のちの総督府、自治政
府設立以降は大統領）が握っており、その意味では中央の介入が大きかったことは指摘しておく必要がある。
独立後しばらくするまでは、地方政府内の各部署は中央各省の出先機関的な位置づけをされていたと考えら
れる。しかし、徐々にこうした官職任命権が地方政府に移管され、最終的には１９９１年の地方政府法制定以後
はそうした人事介入の余地は概ね無くなっている。財務官についてのみ、地方政府首長が推薦する３人の候
補から財務長官が選任することになっている。
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すれば、中央政府に対する利益供与をその活動の動機とすることになる。しかし、選挙に

よってその政治的キャリアが決定されるとすれば、選挙での勝利をその活動の動機とし、

そのための行動のパターンが現れてくるからである。さらに地方における国家資源のコン

トロールが前節で見たように人事を中心として選挙職である首長に握られている制度的特

徴が、こうした政治的自律性をある程度支えることになる。もちろん、これは中央に存在

する国家資源と地方に存在する国家資源のバランスにより、その自律性の度合いは変化す

るのであり、中央に存在する国家資源が大きい場合は、こうした地方政治権力の政治的自

律性は小さいものとなり、逆に地方の有する国家資源が大きい場合は、地方の政治的自律

性が高くなる。

　付け加えれば、この中央と地方の国家資源のバランスという点から考えた場合、地方政

府が確立していることが、中央政府に対する資源分配の地方政府によるロビー活動をする

際の制度的受け皿が整える効果を生み出していると指摘することができる。地方政府首長

たちは、自らの地方政府への資源分配を通じて、制度的に資源分配の利益を享受するので

ある。そして、それは地方政治権力の中央政治権力に対する影響力行使と関係してくる。

地方政府にとって中央政府、より直接的に言えば大統領（あるいは上院議員、下院議員）

に対する影響力を生み出す資源とは、地方政府を通じた住民への利益供与とそれによって

獲得する政治的支持である。国政レベルの政治家たちが各地において政治的支持を取り付

けるためには、地方政府首長たちが抱える個人票の動員が必要なのである。こうした構図

のなかで、地方政治家たちは、中央からの資源分配を獲得しつつ、中央と地方の国家資源

を限定された領域のなかで独占的に支配することを指向し、それによって地方政治権力と

しての基盤を確立していくことになるのである。

３　財政的資源の分配過程

　以上のようなフィリピン政治制度の特徴が国家資源分配において具体的にどういった役

割を果たしているかを、次に、財政的資源の分配過程のなかで検証したい。ここでは、

１９８６年の民主化以降に時期を絞り、国レベルの分配過程である予算過程を軸に地方への資

源分配の過程を検証し、また、地方財政の特徴も合わせて提示する。上記の制度的特徴の

なかでこうした財政的資源分配に特に重要な意味を持つのは、第１の大統領制に基づく分

権的な制度と、第３の選挙職に率いられる地方政府の存在である。

　国政レベルでの分権的制度は予算過程においてまさに大統領、上院、下院の三つどもえ

の競争を典型的な形で展開させる。そこでは、地方の利益は下院を通じて反映される。一

方、地方政府の存在は地方財政を生み出すとともに、地方権力の基盤として財政に関する

地方政府首長のコントロールが意味を持つ。そして、中央と地方の関係から見ると、下院



国家資源支配の制度と過程 ４５

議員にしても、地方政府首長にしても地方権力にとって中央の資源の取り込みが大きな意

味を持つことが指摘できる。

�　財政の概容と予算過程の特徴

　まずフィリピンの財政状況を確認したい。フィリピンの財政規模は東南アジア諸国の中

でも平均的で、国内総生産（GDP）に対する比率は２０％弱をここ数年維持している（表

４）。
　

表４　各国の中央政府歳出のＧＤＰに対する割合（１９９０－２０００）

（出所）International Monetary Fund (2001a)より筆者作成。
　

　一方、財政赤字について見ると、１９９０年代半ばは均衡財政を維持できたものの、１９９０年

代後半から財政赤字が進行し、対GDP比で５％に近づきつつある（表５）。
　

表５　各国の中央政府歳出マイナス歳入のＧＤＰに対する割合（１９９０－２０００）

（出所）表４と同じ。
　

　また、財政の内訳について各国と比較したものが表６であるが、フィリピンについては、

対外債務利払い、人件費・維持運営費など、義務的な経費が多く、開発関連のインフラ整

備などに利用される資本支出の割合が低いことが特徴として浮かび上がっている。先進国

を除き、他の東南アジア諸国の資本支出割合がいずれも２０％を超えている中で、フィリピ

ンだけは９．３％となっている。
　

表６　各国歳出内訳の比較

 

（注）フィリピン、アメリカ、シンガポール、タイは２０００年、マレーシアは１９９７年、イギリス、インドネ
シアは１９９９年の歳出。
（出所）International Monetary Fund (2001b)より筆者作成。
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　こうしたことからフィリピンの財政の特徴を整理すると以下のようになるだろう。まず、

財政規模から言えば、アメリカを代表とする小さい政府の部類に入り、そのレベルは極め

て平均的である。その意味で、様々な利益の表出に応えるために財政支出がコントロール

できなくなるという状況にはなっていない。一方、財政赤字という点からは、その規模が

拡大する傾向にあり、問題が徐々に深まっていると言える。しかし、歳出規模が他の国々

と比べ突出してはいないことを考えると、赤字の主な原因は歳入面での問題と見られる。

歳入面での問題を引き起こしているのは、基本的には２つの問題、一つは税制の不備、も

う一つは徴税行政の能力不足、つまり、税を徴収する官僚機構の問題であると考えられ

る２４。さらに、歳出面のその内訳から見れば人件費、維持・運営費、債務利払いなどの割

合が多いため、予算過程で分配を決定できる余地は他国と比べれば相対的に小さい。特に

政治的な利害関係、利益の表出と密接な関係にあると見られるインフラ関連の財政（これ

は資本支出に含まれるが）は他国と比べて余裕がないことが明らかである。

　それでは、こうした財政状況を生み出す予算過程はどういった特徴を持っているだろう

か。１９９４年度から２００２年度予算までの各年の予算過程の特徴をまとめたものが表７である。

 

２４　フィリピンの財政赤字に関して、国際通貨基金は歳入面の問題、特に徴税効率の悪さが大きな原因である
と指摘している［Kostial and Summers 1999］。本稿は主に歳出面を取り扱うため、歳入面の議論は取り扱
わないが、税制改革を含めて、歳入面の考察も政治学的には興味深い。フィリピンにおける徴税能力の低さ
を国家の弱さという視点から論じたものとしてはSta. Romana (1989)がある。
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　フィリピンの会計年度は１月から１２月であり、次年度の予算は１２月末までに制定される

のが通常のスケジュールである。１９９４年度から２００２年度にかけて、このスケジュール通り

に制定されたのは全９回のうち４回であり、残りの５回は年度を超えてようやく制定され

たか、あるいは予算自体が制定されなかったかのいずれかである。このうち、予算が制定

されなかった２００１年度予算については、当時のジョセフ・エストラーダ（Joseph 

Estrada）大統領に対する弾劾裁判が上院議会で行われていたため、予算審議の時間がと

れなかったことが原因となっており、必ずしも予算をめぐって政治的膠着状態が発生した

わけではない。また、２００２年度予算は１月にグロリア・マカパガル・アロヨ（Gloria 

Macapagal-Arroyo）大統領が署名しているが、これは２００１年初頭に政変によって発足し

た新政権が予算をあらためて策定するのに時間がかかったことや、１２月末に議会が一般歳

出法を制定したものの大統領の署名が遅れたため年を越してしまったためであり、これも

予算をめぐり政治的膠着状態が生じたとは言い難い。その意味で、政治的膠着状態が発生

したのは、１９９７年度、１９９８年度、２０００年度の３回ということが言える。

　この３回の政治的膠着状態発生の原因を見ると、１９９７年度は、一つには、当時、メディ

アを通じて急速に批判が高まっていたポークバレル資金（議員がそれぞれの裁量で使途を

指定できる予算）をめぐって、大統領の提案した予算に基づき下院がこのポークバレル資

金の存続を前提とした予算案を作成したのに対し、上院がこれを廃止することを盛り込ん

だ修正案を作成したためである２５。もう一つには、自動支出項目である債務利払い項目に

関して、これも大統領の予算案に基づき下院がこれまで通り一般歳出に含める予算案を作

成したのに対し、上院が債務利払いについて議会が金額を決定することができないことか

らこれを除外する修正を行ったことが原因となっている。債務利払い項目の一般予算計上

はポークバレル資金の調整と密接に関わるため、結局、いずれにしても地方への利益誘導

をポークバレルで行おうとする下院、そして、優先法案可決のためにポークバレル資金を

通じて下院をコントロールしようとする大統領と、国民の批判に敏感な上院との対立構造

となったのである２６。１９９８年度については、１９９７年の通貨危機時に財政を安定させるため

予算行政管理省（Department of Budget and Management）が支出を制限したことに下院

が反発し、予算をいわば人質にとったこと、そして、上院が通貨危機の影響を予算に反映

２５　ポークバレル資金と予算に関しては、Parre�o (1998); Gutierrez (1998)参照。
２６　自動支出費目である債務利払いを予算に盛り込むのは、ポークバレル資金確保のためのテクニックである。
債務利払いはマルコス政権下、大統領令第１１７７号（Presidential Decree No.1177）により自動的に支出する
ことが決められた。大統領の提出予算案の総額を上回る予算を作成することができないという憲法上の制約
のなかで、議会は、自らの裁量で使途を指定できるポークバレル資金の額を増額するため、債務利払いを削
減し、その削減分をポークバレル資金項目に回す。大統領は、大統領令第１１７７号をたてに、議会の作成した
予算案のなかで、債務利払いに関する項目に部分的拒否権を行使し、当初の金額を復活させる。しかし、ポー
クバレル資金は手つかずのままで残る、というわけである。その結果、予算の総額が大統領の提出した予算
案を上回るという現象が発生する。
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させるためインフラ予算を削減しようとしたところ、下院がそれに反発したことによって

発生している。ここでは大統領と下院の対立、上院と下院の対立の２重構造ができている。

さらに２０００年度についても、再びポークバレルの予算計上問題と、１９９９年度のポークバレ

ル資金支出制限をめぐる大統領と下院の対立、そして、緊縮財政を指向する上院とこれま

で通りの資金配分を求める下院の対立という、対立の２重構造で停滞が発生した。いずれ

も予算過程停滞が大統領、上院、下院の対立によるものであることがわかる。特に上院が

マクロの均衡財政への意識や、ポークバレルに対する国民一般の批判への敏感な反応、さ

らには大統領のコントロールできる資源の減少を意図して、予算規模を大きく削減しよう

とするのに対し、下院は各議員が自由に事業を選ぶことのできるポークバレル資金まで削

減されることに抵抗する。そして、自らの財政上の手段を縛られたくない大統領がこの対

立構造に加わる、という構図が共通している。ただ、ここで特徴的なのは、実際、時間的

な停滞が発生するのは上院と下院の対立であり、それは、下院が審議し作成した予算案が

上院に回され修正された後、下院版の予算案と上院版の予算案が調整される両院協議会

（bicameral conference committee）において顕著であるということである。このことか

ら上院案と下院案の調整が最も困難な過程であることがわかる。上述のように大統領と上

院あるいは下院の対立が審議の遅れを引き起こすこともあるが、最終的には拒否権の行使

で大統領側からの一方的な解決がなされる。

　ここで、議会での審議によってどの程度大統領提出の予算が書き換えられるのか、ある

いは書き換えられないのか、という問題がある。マナサンが１９９４年度から１９９６年度までの

３年分の大統領提出予算案と最終的に制定された予算を比較した結果が以下の表８の通り

である［Manasan 1996］。
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　　　表８　一般歳出法と大統領提出予算案のセクター別変更率（１９９４－１９９６）

　これを見ると、経済サービスにおける増額、特に運輸関連での増額が目立つ。全体とし

てのコントロールを大統領が効かせることができていたとしても、個別項目については、

議会による書き換えがある程度行われていることがここから伺い知ることができよう。運

輸関係の支出での最大の柱は道路であり、議会によって道路整備への予算書き換えが行わ

れていることがここからわかる。こうした変更が主に下院で行われたのか、上院で行われ

たのかに関しては、詳細な検証が必要となるが、少なくとも下院が道路整備を地元選挙区

への利益誘導として重要視する傾向を持つことを考えれば、下院における予算審議がこう

した変更を推進したことを推測することは的はずれではない。ここで一般歳出法とは大統

領の拒否権行使が行われた後の最終的な予算額であり、大統領、上院、議会の予算策定、

立法化の合意点であると位置づけられる。ただ、実際の実施については、後述のように、

予算行政管理省を通じて大統領がコントロールしており、この一般歳出法通りの予算執行

がされているとは言えない。

　�　制度と予算過程

　以上のような財政状況と予算過程の特徴が生み出されるのはなぜか。

　大統領制および二院制議会をとるフィリピンでは、予算過程の４つの段階うち最初の３

つの段階は政治過程としては、それぞれ行政府内での利益調整（予算作成過程）、立法府
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内での利益調整と拒否権を通じた行政府による影響力行使（予算立法化過程）、行政府の

裁量による資源分配の組み替え（予算執行過程）と理解することができる（表９）。

　すでに述べたように、財政赤字はあるものの歳出に関するコントロールが比較的効いて

いること、大統領、上院、下院の三つどもえの対立が発生するが、政治的膠着状態が生じ

るのは主に上院と下院の対立においてであり、大統領と議会の対立が予算過程の遅延を引

き起こすことはそれほどないこと、などは予算過程における大統領の影響力が相対的に大

きいことを示していると考えて良い。一方、議会による書き換えが道路などインフラ事業

に関して見られることは、議会が予算過程において一定程度影響力を行使していることを

示している。以上のような状況を生み出す原因をどう考えるのか、という問いを立てた場

合、以下のような制度的特徴による説明が可能であると考えられる。

　総額として財政支出が大統領のコントロールにあるのは、３つの理由によると思われる。

まず、大統領の提出する予算案の総額を超えて議会は一般歳出法を策定することはできな

表９　予算過程の概略

１．予算作成（budget preparation）＝行政府内での過程―――１０月～７月
�　開発予算調整委員会（Development Budget Coordination Committee, DBCC）によっ
てマクロ経済目標と予算枠組みの設定　―――　１０月～１２月
�　予算行政管理省（Department of Budget and Management, DBM）がbudget call（予
算枠組み、財政目標、優先項目、ガイドライン、手続き、技術的指示、予定等の提示）
―――　３月

　�　各省庁による予算作成とDBMへの提出―――４月
　�　各省庁とDBMとの間で予算折衝―――４月～６月
　�　各省庁の予算案確定と提出―――４月～６月
　�　DBCCによる予算案承認―――６月
　�　大統領と閣僚による予算案承認―――６月
　�　大統領による予算案の議会提出―――７月

２．予算立法化（budget legislation）＝立法府内での過程――７月～１２月（ぐらい）
　�　下院歳出委員会（Committee on Appropriation）および各小委員会での審議・聴聞会
　�　下院本会議での審議
　�　上院財政委員会（Committee on Finance）および各小委員会での審議・聴聞会
　�　上院本会議での審議
　�　両院協議会（Bicameral Conference Committee）での協議
　�　両院協議会案の上下両院での承認
　�　大統領の承認（署名）および拒否権行使

３．予算執行（budget execution）＝行政府内での過程
　�　DBMが各省ごとの agency budget matrix（ABM、各省への支出計画）を作成
　�　DBMがAllotment Release Program（ARP、支出全体計画）を作成
�　各省の支出許可であるGeneral Allotment Release Order (GARO)およびSpecial 

Allotment Release Order (SARO)をDBMが各省に送付
�　各省の利用可能な金額の上限を示したNotice of Cash Allocation(NCA)を、DBMが各
省に月ごと、もしくは四半期ごとに送付。（各地方政府への内国歳入割当の支出は月ごと
に自動的に）

４．予算監査（budget accountability）
　会計報告書を、大統領、DBM、下院歳出委員会、上院財務委員会、会計検査委員会に提出。

　出所）Department of Budget and Management (2002a; 2002b)より筆者作成。
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いという憲法の規定がシーリングとして働くことを指摘する必要があろう２７。これで大枠

でのコントロールを図ることができる。さらに、関連して、大統領に予算案の提出権が排

他的にあることで、予算に対する枠組み設定が大統領の専管事項となり、その後の審議の

出発点を規定するという点でも重要である。つまり、大統領が議事設定者としての優位性

を持つということである。

　次に、大統領の拒否権が重要である。これは予算を規定する一般歳出法全体に行使する

こともできるが、個々の条項や項目に対しても行使することができる２８。そのため大統領

の権限を制限する条項を排除したり、大統領にとって望ましくないと考える項目を削除し

たりすることが可能となる。仮に大統領と議会の対立が発生した場合、この拒否権行使に

よって大統領としては自らの意向を大きく反映させる形で決着を図ることができる。しか

も、拒否権を議会が覆すためには、上下両院それぞれで３分の２を必要とするため、現実

的にはそうした行為は非常に困難となっており２９、議会の側からの影響力行使は限定的に

ならざるを得ない。

　第３に、予算執行に関する大統領のコントロールがある。一般歳出法が歳出を規定して

も、実際の支出は予算行政管理省によってコントロールされる。予算行政管理省の許可が

なければ実際の支出は行われず、また、仮に許可が出ても各省庁の判断で実際の支出が行

われる。つまり、各議員の裁量に任されているポークバレル資金に関しても行政側が実施

を左右することができる。さらに、大統領は各省庁に対して一定割合の支出抑制

（reserve）を指示することができ、これを他の項目の支出に移転することができる３０。こ

れは大統領によるある程度の予算書き換えが実施段階で可能であることを意味する３１。こ

の制度は２つの重要な効果を生み出す。一つは、大統領がいよいよ赤字がひどくなると

いった状況が発生した場合歳出全体を押さえることができ、かつ、議会によって書き換え

られ支出項目として盛り込まれたものであっても実際に支出せず、自らの意図する他の項

目の支出に回すことで議会の書き換えを実質的に無効にすることができるということであ

る。もう一つは、特にポークバレル資金の支出をコントロールすることで、優先法案の制

定など立法過程において議会、特に下院に対し影響力を行使することが可能になることで

ある。

２７　1987 Philippine Constitution, Art. VI, Sec.25 (1)。ただし、先述のように、債務利払い項目の調整から
結果として大統領の提出予算を上回る歳出を規定する予算が策定されることもあった。
２８　1987 Philippine Constitution, Art.VI Sec. 27 (1)(2).
２９　1987 Philippine Constitution, Art.VI Sec.27 (1)．
３０　1987 Philippine Constitution, Art. VI, Sec. 25, (5); Executive Order No. 292, Book VI, Chapter 
5, Sec. 37.
３１　ラモス政権下では、人件費に関し最大２５％の支出停止を命令したことがある。Leotes Marie T. Lugo 
"Gov't need not save more funds- DBM" Business World, February 20, 1998.
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　一方、ときおり予算過程において対立が生じること、そして、それが結局大統領主導の

なかで解決されていく、というパターンを生み出しているのは、これも２つの制度的理由

によると考えられる。まず、上院と下院の対立から政治的膠着状態が発生するのは、どち

らかが優越するという制度的な仕掛けがないためである。予算を含め、法律が制定される

には上院、下院とも了承しなければならなく、どちらかが同意しない場合は法律の制定が

果たせない。これは議会内において上院、下院双方が政治的に決定的な拒否権を有するこ

とを意味する。しかし、予算に関しては、法律の不成立が前年度予算の再実施となるため、

大統領に対する議会からの決定的な拒否権限にならない。ここでは、諸利益の調整に失敗

し、予算が制定されなかった場合、議会より大統領の方が手にする利益が大きいことが重

要である。予算策定がされなかった時には前年度の一般歳出法が再び効力を持つことにな

るが３２、その際、新規事業は盛り込まれず、通常であれば、議会での審議過程で上下両院

の利益の挿入が行われるところが、そうした部分が無くなるため大統領の裁量が拡大する

のである３３。そのため、これは議会のサボタージュを抑制する効果を持つ。

　また、上院と下院の利益調整、そしてその際の大統領による介入という点で重要なのが、

両院協議会の存在である３４。憲法の規定上、予算に関しては下院に先議権があり、大統領

が提案した予算案をまず下院で審議、修正し、可決した後、上院に回される。上院で修正

が施されたあと、下院の案と上院の案の調整が行われる。この調整の場が両院協議会であ

る。両院協議会は予算に限らず、あらゆる立法において利用される仕組みであるが、憲法

上、両院協議会に関する規定はない。しかし、二院制の当然の帰結として両院の調整の必

要があるということから設置が認められている［Bernas 1996: 702］。両院協議会の設置

については、上下両院それぞれの運営規則によって決められているが、その運営は慣行に

よるところが多い。そこで重要な点は、まず、両院からそれぞれを代表して両院協議会に

参加するメンバーは、関連する委員会のメンバー、つまり、予算であれば予算委員会から、

両院の議長がそれぞれ任命することである。また、通常の議会での議事と異なるのは、両

院協議会を秘密会で行うことができることである。そして、両院協議会が合意に達し作成

した最終報告書については、各院で承認の手続きを取ることになるが、その際修正を施す

ことは許されていない。付け加えれば、ごく例外的なケースを除いてこの最終報告書はほ

３２　1987 Philippine Constitution, Art. VI, Sec.25, (7)。
３３　議会は前年度予算の繰り越しが議会の予算過程における影響力行使の機会を大きく奪うため大統領に有
利に働くと認識しており、できるかぎり毎年、一般歳出法を制定したいという指向性を持っている。下院歳
出委員会メンバーの下院議員（与党連合所属）へのインタビュー（２００２年１０月２日）。"Lawmaker: No budget 
means 'very powerful' Macapagal," Philippine Daily Inquirer, November 10, 2002.
３４　両院協議会の重要な役割にもかかわらず、これに関する研究はほとんどない。戒厳令体制以前の両院協議
会に関しては、Rivera (1962, pp.194-196)が簡単な記述をしている。二院制の利益調整に関してゲーム理論
を用い分析したものとしてTsebelis and Money (1997)が重要な示唆を与えている。アメリカの両院協議会
を研究したものとして、Longley and Oleszek (1989)。
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ぼ承認されることになっている。こうした両院協議会の秘密性、絶対性は、少数の代表に

よる利益調整を可能にし、そのため上下両院全体の利益調整の円滑化に効果を持つ。両院

協議会では様々な取引が行われ、時には上院、下院いずれの案にも含まれないものが挿入

されることもある３５。また、立法過程における大統領の介入も最終的にはこの両院協議会

で行われる。官房長官（Executive Secretary）や予算行政管理省長官が両院協議会に出席

し、大統領側の意向を伝え、取引を行うことが頻繁に行われる３６。

　なお、こうした中央政府の予算過程に公式に参加する地方権力は下院議員であるが、地

方政府首長たちの影響力行使の場がないわけではない。一つは、行政府内での予算作成過

程における地域別予算策定過程においてである。もう一つは予算執行過程における大統領

あるいは議員に対するロビー活動である。

　地域別予算策定が制度として開始されたのは、マルコス政権期であるが、そこに地方政

府首長が参加することになったのはコラソン・アキノ（Corazon Aquino）政権期以降の

ことになる。これはアキノ政権期に導入された「同時進行計画事業予算システム」

（Synchronized Planning and Programming and Budgeting System, SPPBS）によるも

ので、各地域において地方政府首長が参加する地域開発評議会（Regional Development 

Council, RDC）に対し中央政府の各省庁がその地域での予算計画について協議をすると

いう制度である３７。これがフィデル・ラモス（Fidel Ramos）政権下でより地域開発評議

会の権限を強める形で改められ、地域予算割当計画（Regional Budget Allocation 

Scheme, RBAS）が導入された。これは閣僚で構成される開発予算調整委員会

（Development Budget Coordination Committee, DBCC）が地方に割り当てる資金をあ

らかじめ用意しておき、その使用について各地域開発評議会の提案する優先事業に割り当

てていくというものである３８。地域評議会での優先事業の策定、そしてその中央政府省庁

事業への反映という形で地方政府首長の影響力が及ぶということになっている。しかし、

３５　代表的な事例が拡大付加価値税法制定における両院協議会の修正である。最高裁はこのとき、法律の主旨
に沿ったものであれば元の法案に無い新しい条項を挿入することは合憲であると判断している。Tolentino 
vs. Secretary of Finance, October, 1994.
３６　Ronaldo F, Jabal, et.al. "Place may intervene to resolve budget row," Business World, December 
27-28, 1996; Yasmin Lee G. Arpon, "Solons 'compromise' on budget items," Business World, December 
17, 1998; Leotes Marie T. Lugo et. al. "Bicameral body meets today on budget cuts (Malaca�ang amenable 
to 'minimal' reduction)," Business World, December 14, 1999; Leotes Marie T. Lugo et. al. "Budget 
cuts presented for Congress OK today," Business World, December 22, 1999; Norman P. Aquino et. 
al. "Prospect of big deficit derails budget accord," Business World, December 23, 1999.
３７　地域開発協議会はもともとマルコス政権期に地域開発の調整組織として各地域に設置されたが、アキノ政
権成立後、１９８７年憲法（Art. X, Sec. 14）にその設置が規定された。大統領に設置に関する権限が付与され
ているが、現在の地域開発協議会に関してはラモス大統領が１９９６年４月に出した行政命令第３２５号（Executive 
Order No, 325）に規定されている。メンバーには該当地域の地方政府関係者（州知事、市長、各州都の町
長、各州の町長連盟代表、地域の中心と指定された町の町長）、各中央政府省庁地域事務所代表、民間部門代
表があたる。議長は大統領によって任命される。
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現実には、中央省庁のリーダーシップによって各地域の割当が決定されており、地域開発

評議会の役割の低さが指摘されている［Mercado 2001: 104-108］。

　そうした状況のなかで、より実際的な地方政府首長の予算過程への参加は、中央政府予

算において裁量を持つ大統領、そして自ら使途を決定できるポークバレル資金を持つ上院

議員、下院議員へのロビー活動ということになる。下院議員については日常的にロビーを

行い、大統領や上院議員に対しては、自らの地域を訪問するたびにいわば「お土産」とし

て資金の支出を要求することになる。これは非公式の資源分配制度と考えて良いだろう。

地方政府首長としては、地方で自らコントロールする個人票の動員をロビーの際の影響力

資源として利用する。

　�　地方への割当と地方財政の特徴

　大統領、上院、下院の三つどもえのなか、地方利益を代表する下院の影響力が見られる

ものの、相対的には大統領主導で予算過程が進められていく、また、地方政府首長による

中央政府予算過程への影響力行使は執行過程でのロビーが主なものであるという、以上の

ような財政的資源の分配過程のなかで、地方に割り当てられる財政的資源はどの程度の規

模のものなのか整理したい。

　中央から地方への財政的資源分配の流れは概念的に言えば大きく分けて２つに分類され

る。一つは、地方政府に対する分配の流れ、もう一つは中央政府管轄の地方事業への分配

の流れである。前者の範疇に入るのが内国歳入割当と呼ばれる交付金と、その他の補助金

である。後者の範疇に入るのが省庁の地方事務所への予算配分である。また、ポークバレ

ル資金は、地方政府へ流すこともできるし、中央政府の地方事業に利用することもできる。

　表１０は、公的部門の支出における中央政府、政府系企業、地方政府といった主体別割合

の推移を示したものである。

 

３８　開発予算調整委員会とは、予算の大枠を決定する権限をもった委員会で、予算行政管理省長官を議長、国
家経済開発庁長官（Director-General of the National Economic and Development Authority）を副議長と
し、官房長官、財務長官（Finance Secretary）、中央銀行総裁（Governor of the Bangko Sentral ng Pilipinas）
がメンバーとなる。
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 表１０　公的部門支出における政府レベル別割合の推移（１９９４－２００１）

　これを見ると、公的部門における中央政府の支出割合が大きいことが指摘されるととも

に、地方政府の財政的な役割の小ささが明らかになってくる。ここから中央政府での資金

コントロールが相対的に重要な意味を持つことが理解できよう。それでは、中央政府予算

における地方への資金配分はどの程度のものだろうか。それを表したのが表１１である。

　表１１　中央政府予算の実施レベル別割合の推移（１９８８－２００３）

　民主化直後は、国レベルの事業、各省本省の事業の占める割合が大きかったものの、

徐々に地方事業への分配が増えてきていることが傾向として現れている。これは１９９１年地

方政府法による分権改革を反映し、地方政府への割当、補助金などが増大したことを反映

している。２００３年を例にとると、地方政府への割当や補助金が中央政府支出全体の１８．３

パーセントを占めている。これを全体から差し引いて、純粋に中央政府の事業のなかだけ

で地方事業への割当を計算してみると、２８．７パーセントがこれに当たることがわかる３９。

議員の裁量に任されているポークバレルなどが実際には地方事業に支出されることを考え

合わせればさらに地方への支出が増えると思われる。

　ここで、中央政府予算のなかで地方権力にとって重要なポークバレル資金について見て

みよう。ポークバレル資金の概容を正確に把握するのはこれまで非常に難しかった。それ

３９　地方への資金の割当は大統領提案予算でしか数字を把握できない。当然、一般歳出法制定過程や、実際の
予算執行過程で修正が加えられていることが推測される。これに関して、Mercado (2001, p.47)は、会計検
査委員会のデータに基づく検証から、この点についてはそれほど大きな変化がないことを確認している。
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は、既存の項目に潜り込む形でポークバレル資金が計上されていたことによる。戒厳令体

制期以前のポークバレルは基本的には予算とは別に制定される公共事業法によって規定さ

れていた４０。民主化後のポークバレルは予算そのもののなかにポークバレル資金が項目と

して登場するようになり、１９９０年からは整理された形で全国開発資金（Countrywide 

Development Fund）となり、その他に公共事業法に規定された公共事業割当（Public 

Works Allotment）、一般の歳出項目に潜り込んだ議会主導割当（Congressional Initiative 

Allotment）が存在してきた。エストラーダ政権時にポークバレル資金廃止がエストラー

ダ大統領によって提案されたが、結局、名前を変えて再編成されるに終わった。アロヨ政

権からは、ポークバレル資金が公共事業における一定の割当と、優先開発支援資金の二つ

に整理されて今日に至っている。また、この他に大統領は自らの裁量で支出を決定できる、

いわば大統領のポークバレルとも言える資金を持っており、緊急資金（contingent fund）、

災害資金（calamity fund）などがこうしたものの代表である。

表１２　２００２年度の上下両議員ポークバレル資金の概要

　２００２年度の議員のポークバレル資金支出総額は、１２５億２６２万ペソ余りであり、これは

２００２年度予算の１．６％を占める。これを、ポークバレル資金の多くを構成する公共事業道

路省予算の議員割当に焦点を当て、公共事業道路省予算全体に占めるポークバレル資金の

割合を見てみると、実に１９．１パーセントに達する４１。こうした金額を各議員ごとに分配す

るわけだが、上院議員１人当たり最高で１億５０００万ペソ、下院議員は１人当たり５０００万ペ

ソの配分となっている。ポークバレル資金の使途は議員によって異なるが、下院議員につ

いては、地方政府あるいは中央政府の地方での事業への補助（優先開発支援資金）と道路

整備（公共事業道路資金）がほとんどである。一方、大統領の裁量資金である緊急資金と

４０　戒厳令体制期前のポークバレルに関しては、Cari�o (1966)参照。公共事業法は予算の公共事業費目の支
出の仕方を規定するもので、これをテコに議員の介入が可能となった。
４１　公共事業道路省の予算には人件費を含むため、純粋な事業費における割合からすればその数字をより高い
ものになる。
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災害資金の総額は、２００２年度予算においてそれぞれ１０億ペソと８億ペソとなっている４２。

議員と比べ、大統領の裁量資金は桁違いに大きい。

　公的部門予算における中央政府の役割の大きさ、中央政府予算に占める地方事業予算の

割合の多さ、大統領、上院議員、下院議員の裁量資金の大きさなどから考えると、中央政

府の地方事業へのアクセスが地方政治権力にとって重要なものとなっていることが明らか

になってくる。

　それは、また、地方政府の財政を見ることからも浮かび上がってくる。表１３は地方政府

全体の歳入と歳出の内訳の推移を表したものである。

表１３　歳入・歳出内訳から見た地方政府財政の推移（１９９２－２０００）

　歳入の柱が税収であることがわかるが、この税収のうち最も大きな部分を占めるのが内

国歳入割当、つまり国税として徴収した税の地方への配分金からなっており、これが税収

の７０パーセント以上を占める４３。この内国歳入割合は自動的に、しかも単純な計算式で算

出されるため、裁量が入る余地はない４４。もう一方、歳出の方を見ると、その多くが人件

費や維持運営費に回されており、インフラ整備などに回す資本支出の割合は、国レベルの

割合よりは大きいものの、なおその他の分野と比べれば相対的に少ないことがわかる。歳

出をサービスの種類ごとに分類し、分配割合を見ると、２００１年度実行額レベルでは、一般

サービスが４８．５パーセント、経済サービスが２２．４パーセント、社会サービスが２１．０パーセ

ント、その他が８．１パーセントとなっている。こうした地方財政の形から見られるのは、

地方政府の財政的資源は地方政府での雇用と、住民に対する一般的・日常的なサービスへ

４２　General Appropriation Act of 2002.
４３　２００１年の実行額からの計算だと、税収の７７．３パーセントが内国歳入割当である。
４４　その算出は、徴収した内国税総額のうち４０パーセントをこの内国歳入割当とし、そのうち州政府、市政府
にはそれぞれ２３パーセント、町政府には３４パーセント、バランガイには２０パーセントを割り当てるものであ
る（Republic Act No. 7160 Sec. 284）。個々の地方政府（バランガイを除く）がその中から割り当てられ
る資金の計算は、人口（５０パーセント）、土地面積（２５パーセント）、同等分配（２５パーセント）を基礎に行
われる（Republic Act. No. 7126 Sec. 285）。
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の提供でその多くが使われることがわかる。そして、それは、インフラ整備などでは中央

からの資金の移転が重要であることを示す。すなわち、地方権力がその領域において政治

的影響力を高めるためには、中央からの資源の取り込みが重要となることを意味している。

　なお、地方政府の財政については、大統領が中央政府の財政について有しているのと同

様の権限を地方政府首長が持っている。予算は地方政府議会で制定されるが、首長は予算

に関して拒否権（部分的拒否権を含む）を有し４５、また、実施段階においては、資金の支

出制限や項目移転を行うことができる４６。地方議会の構成にもよるが、一院制でかつ地方

議員の少なさ（マニラ市など大都市を除いて、通常は１０数名）を考えれば、地方政府首長

による地方議会掌握は大統領の議会掌握より容易であり、地方財政に関する裁量は首長の

手に大きく握られている。首長の地方政府公務員に対する人事権限と考え合わせると、地

方政府首長の地方政府資源への支配力はほぼ絶対的なものと言っても良いだろう。

３　おわりに

　本論文では、フィリピンの政治過程を特徴づける政治制度と、具体的な事例として財政

的資源の分配を見てきた。要約すれば、以下のようになろう。

　フィリピンの政治過程を形作る制度として重要なのは３つである。そしてこれらはいず

れも２０世紀初頭のアメリカ植民地支配のなかで導入されたものであった。第１の制度的特

徴は、大統領、上院、下院相互の独立性の高い分権的政治制度である。第２の特徴は、選

挙職、特に行政府の長が人事を中心として国家資源に対する広範な裁量をもっていること

である。そして第３に、公選制首長に率いられる地方政府の存在である。第１の制度的特

徴は大統領、上院、下院の三つどもえの競争を生み出し、政治的停滞さえも引き起こすも

のの、制度的権限において比較的優っている大統領が優位性をある程度享受できるという

特徴を生み出す。第２の制度は、官僚機構の発達を阻害し、政治権力の基礎として選挙職

を通じた国家資源の分配の重要性を高める。第３の制度は、一定程度の政治的自律性を地

方政府首長という立場を基に地方権力者に与えるとともに、中央政府との資源をめぐる協

力・対立関係が発生する基盤ともなっている。

　こうした制度のなかで財政的資源の分配を見ると、中央レベルにおける大統領の優位と

地方レベルにおける地方政府首長の裁量がそれぞれ明らかになった。大統領はその制度に

規定された権限をもとに他の２つのアフター、すなわち上院と下院に対し、相対的な優位

性を持って予算過程をリードしていくことができる。一方、中央からの資源動員が地方に

４５　Republic Act No. 7160, Sec. 55.
４６　Republic Act No. 7160, Sec. 336.
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とっては重要な意味を持つこともわかる。中央資源の地方への分配という過程では、地方

代表としての下院議員の国政レベルでの予算過程への参加が一つのラインとなり、もう一

つには、地方政府首長から大統領を中心とした国政レベルの政治家へのロビーが重要であ

ることが明らかになってくる。地方政治権力の側からこの財政的資源分配の問題を見ると

すれば、国政における下院と地方における地方政府という２点が権力基盤を規定する重要

な制度であると考えて良い。
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